
様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農政審議会委員名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業政策課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

審議会の開催案内・連絡調整 

記録項目 １氏名、２性別、３住所・居所、４職業、５地位・役職 

記録範囲 農政審議会委員 

記録情報の収集方法 委員からの申出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業政策課 

（所在地）〒310－8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

-  

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  -  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 叙勲・褒章候補者（受章者）ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業政策課（部内各課・各農林事務所） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

内閣府における栄典授与審査のための候補者推薦（内閣府

設置法第３項第２８号） 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５本籍

・国籍、６健康状態（障害・身体の状況及び性質性格を含

む）、７婚姻歴、８職業・職歴、９地位・役職、10学業、学

歴、11資格・賞罰、12収入 

記録範囲 叙勲・褒章の候補者（受章者） 

記録情報の収集方法 
市役所への照会、関係団体への照会、部内関係各課・各農林

事務所からの推薦など 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 農林水産省大臣官房秘書課（県秘書課経由） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業政策課 

（所在地）〒310－8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

-  

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  -  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農事功績表彰候補者（受章者）ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業政策課（部内各課・各農林事務所） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農事功績表彰への候補者推薦 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５家庭

状況、６職業・職歴、７地位・役職、８学業・学歴、９資格

・賞罰、10資産、11収入 

記録範囲 農事功績表彰の候補者（受章者） 

記録情報の収集方法 
関係団体への照会、部内関係各課・各農林事務所からの推

薦など 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 （公社）大日本農会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業政策課 

（所在地）〒310－8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

-  

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  -  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県表彰候補者（受賞者）ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業政策課（部内各課・各農林事務所） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県表彰への候補者推薦（根拠：茨城県表彰規則、茨城

県表彰規則実施要綱、茨城県特別功績者表彰及び功績者表

彰選考方針） 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号、６職業・職歴、７地位・役職、８学業・学歴、９資格

・賞罰 

記録範囲 茨城県表彰の候補者（受賞者） 

記録情報の収集方法 
関係団体への照会、部内関係各課・各農林事務所からの推

薦など 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 県秘書課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業政策課 

（所在地）〒310－8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

-  

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  -  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 いばらき農業改革支援会議委員名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業政策課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

いばらき農業改革支援会議の開催案内・連絡調整 

記録項目 １氏名、２性別、３住所・居所、４職業、５地位・役職 

記録範囲 いばらき農業改革支援会議委員 

記録情報の収集方法 委員からの申出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業政策課 

（所在地）〒310－8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

-  

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  -  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称  茨城県ほしいも協議会会員名簿 

行政機関等の名称  茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

 農林水産部産地振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

 協議会活動を会員へ通知するため 

記録項目 氏名、住所、電話番号 

記録範囲  茨城県ほしいも協議会会員 

記録情報の収集方法 会員からの提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部産地振興課 

（所在地）茨城県水戸市笠原町９７８-６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 銘柄産地評価委員名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部産地振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

銘柄産地評価委員会出席委員に対する報償費及び旅費の支

給のために利用する 

記録項目 １氏名、２住所、３勤務先、４役職、５口座番号 

記録範囲 銘柄産地評価委員を委嘱したもの 

記録情報の収集方法 本人からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部産地振興課 

（所在地）茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 検査機関登録台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部産地振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農産物検査法第17条に定める台帳の作成 

記録項目 １検査を行う区域、２氏名、３農産物の種類、４証明書番号 

記録範囲 農産物検査員 

記録情報の収集方法 地域登録検査機関からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農産物検査法第17条に基づく公示 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部産地振興課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 ― 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
いばらきの儲かる園芸経営体モデル育成事業事業実施計

画書 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部産地振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

いばらきの儲かる園芸経営体モデル育成事業推進のため 

記録項目 
１氏名、２年齢・生年月日、３住所、４電話番号、５経営収

支 

記録範囲 事業実施主体 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 関東農政局園芸特産課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部産地振興課 

（所在地）茨城県水戸市笠原町９７８-６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 高品質常陸牛生産対策事業補助金対象者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県農林水産部畜産課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

高品質常陸牛生産対策事業の審査事務における要件確認の

ために利用する。 

記録項目 

１氏名（法人の場合、法人名と代表者氏名）、２住所、３電

話番号、４FAX番号、５メールアドレス、６事業量、７事業

費、８補助金額 

記録範囲 
高品質常陸牛生産対策事業実施計画書を提出したもの（令

和５年度以降） 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部畜産課 

（所在地）310-8555 茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 飼料国内自給化緊急対策事業補助金対象者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県農林水産部畜産課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

飼料国内自給化緊急対策事業の審査事務における要件確認

のために利用する。 

記録項目 
１氏名（法人の場合、法人名と代表者氏名）、２住所、３事

業量、４事業費、５補助金額 

記録範囲 
飼料国内自給化緊急対策事業計画承認申請書を提出したも

の（令和４年度） 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部畜産課 

（所在地）310-8555 茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 転飼計画書ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県農林水産部畜産課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

蜂群の適正配置のために利用する。 

記録項目 １氏名、２住所 

記録範囲 転飼計画書を提出したも（平成23年以降） 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部畜産課 

（所在地）310-8555 茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 蜜蜂転飼許可申請書ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県農林水産部畜産課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

蜂群の適正配置のために利用する。 

記録項目 １氏名、２住所、３ 電話番号 

記録範囲 蜜蜂転飼許可申請書を提出したもの（平成23年以降） 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部畜産課 

（所在地）310-8555 茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 蜜蜂飼育届ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県農林水産部畜産課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

蜂群の適正配置及び養蜂振興のために利用する。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 蜜蜂飼育届を提出したもの（平成23年以降） 

記録情報の収集方法 
本人からの届出及び養蜂振興法第３条の４の規定に基づく

都道府県知事からの通知 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部畜産課 

（所在地）310-8555 茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 優良繁殖和牛群整備対策事業補助金対象者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県農林水産部畜産課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

優良繁殖和牛群整備対策事業の審査事務における要件確認

のために利用する。 

記録項目 

１氏名（法人の場合、法人名と代表者氏名）、２住所、３電

話番号、４FAX番号、５メールアドレス、６事業量、７事業

費、８補助金額 

記録範囲 
優良繁殖和牛群整備対策事業計画実施計画書を提出したも

の（令和２年度～令和４年度） 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部畜産課 

（所在地）310-8555 茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農地売買等支援事業農地売渡者等ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農地中間管理機構が農業経営基盤強化促進法第7条に基づ

き実施する農地売買等支援事業に係る事業資金借入に伴う

認定及び農地取得証明において必要であるため 

記録項目 １氏名、２住所、３売買される土地の所在地、４取引状況 

記録範囲 土地を売渡す者及び取得する者 

記録情報の収集方法 農地中間管理機構からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 産業組合の清算人選任事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

請求者の身元の確認、清算人候補者の適格性を審査する。 

記録項目 

氏名、性別、年齢・生年月日、住所・居住、電話番号、本籍

・国籍、清算人候補者の禁治産又は準禁治産宣告、後見の登

記の有無、清算人候補者の破産宣告の有無 

記録範囲 請求者、清算人候補者 

記録情報の収集方法 清算人選任請求者からの清算人選任請求者 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 産業組合法第73条の２ 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農村負債整理組合の仮理事選任事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

請求者の身元の確認、仮理事候補者の適格性を審査する。 

記録項目 

氏名、性別、年齢・生年月日、住所・居所、電話番号、本籍

・国籍、仮理事候補者の禁治産宣告、後見の登記の有無、仮

理事候補者の破産宣告の有無 

記録範囲 請求者、仮理事候補者 

記録情報の収集方法 仮理事選任請求者からの仮理事選任請求書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 
農村負債整理組合法第24条で準用する産業組合法第60条の

２ 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業協同組合の役員等の選（退・解）任に係る届出事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課、各農林事務所 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

役員選出等の状況を把握し、農業協同組合の監督指導に資

する。 

記録項目 氏名、性別、年齢・生年月日、住所・居所、職業・職歴 

記録範囲 農業協同組合の役員 

記録情報の収集方法 農業協同組合からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 
茨城県農業協同組合法施行細則第18条、第20条第１項、第

20条第２項 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 自作農創設維持資金等に係る抵当権抹消事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県が抵当権者である抵当権抹消登記のため 

記録項目 氏名、住所・居所、電話番号 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 申請者から提出される全部事項証明書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 不動産登記法第115条～第118条 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業経営基盤強化資金利子助成事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

利子助成補助金交付のため 

記録項目 
個人識別符号（個人番号を除く。）、氏名、住所・居所、貸

付状況 

記録範囲 農業経営基盤強化資金の借受者 

記録情報の収集方法 融資機関等からの報告、市町村からの補助金交付申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 

農業経営改善関係資金基本要綱第３、５、６条 

茨城県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項第３

条 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業改良資金償還事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県及び県をとおして金融機関が貸し付けた農業改良資金の

償還のため 

記録項目 

個人識別符号（個人番号を除く。）、氏名、年齢・生年月日、

住所・居所、電話番号、本籍・国籍、農業経営の状況等、健

康状態、病歴、障害の状況、家庭状況、親族関係、婚姻歴、

住居状況、職業・職歴、地位・役職、資産、収入、納税状況、

取引状況、貸付状況 

記録範囲 貸付申請者、連帯債務者、連帯保証人、及びそれらの家族等 

記録情報の収集方法 
貸付時に本人から（融資期間をとおして）申請、臨戸訪問督

促時の記録、法令に基づく申請等 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 
茨城県農業改良資金貸付規程、茨城県農業改良資金事務取

扱要領、茨城県農業改良資金債権管理・回収マニュアル 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業近代化資金利子補給事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農業近代化資金の利子補給のため 

記録項目 

個人識別符号（個人番号を除く。）、氏名、年齢・生年月日、

住所・居所、電話番号、農業経営の状況等、家庭状況、資産、

収入、納税状況、貸付状況 

記録範囲 農業近代化資金の借入申込者 

記録情報の収集方法 融資機関からの農業近代化資金利子補給承認申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 
茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程、茨城県農業近

代化資金利子補給要領、特別融資制度推進会議設置要綱 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 日本政策金融公庫調査委嘱事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農業基盤整備資金借入申込手続きのため 

記録項目 
個人識別符号（個人番号を除く。）、氏名、年齢・生年月日、

住所・居所、電話番号 

記録範囲 農業基盤整備資金の借受申込者及び連帯保証人 

記録情報の収集方法 借入申込 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 株式会社日本政策金融公庫 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 日本政策金融公庫調査委嘱規則 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業災害経営資金等利子補給承認事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農業災害経営資金等の利子補給のため 

記録項目 氏名、貸付状況 

記録範囲 農業災害経営資金等の借入者 

記録情報の収集方法 
農業災害経営資金等を融資した融資機関に対して利子補給

を行う市町村からの利子補給承認 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例第６条 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業経営負担軽減支援資金利子補給承認事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農業経営負担軽減支援資金の利子補給のため 

記録項目 
氏名、年齢・生年月日、住所・居所、電話番号、家庭状況、

職業・職歴、資産、収入、貸付状況 

記録範囲 農業経営負担軽減支援資金の借受者 

記録情報の収集方法 融資機関からの利子補給承認申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 

茨城県農業経営負担軽減支援資金取扱要領第４の１、茨城

県農業経営負担軽減支援資金利子補給交付要項第１条、農

業経営負担軽減支援資金の円滑な融通のためのガイドライ

ン第３ 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 就農支援資金貸付事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

就農支援資金貸付のため 

記録項目 

個人識別符号（個人番号を除く。）、氏名、年齢・生年月日、

住所・居所、電話番号、農業経営の状況等、家庭状況、職業

・職歴、資産、収入、納税状況、貸付状況 

記録範囲 就農支援資金の貸付申込者 

記録情報の収集方法 貸付申請（本人→融資機関→県） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
県内農業協同組合、茨城県信用農業協同組合連合会、茨城

県農業信用基金協会、茨城県農林振興公社、県内市町村 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 
茨城県就農支援資金貸付金等要領第２、３、４ 

茨城県新規就農者総合融資制度推進協議会設置要領第５ 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農協系統農業災害資金利子助成承認事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農協系統農業災害資金の利子助成金交付のため 

記録項目 
個人識別符号（個人番号を除く。）、氏名、住所・居所、貸

付状況 

記録範囲 農協系統農業災害資金の借受者 

記録情報の収集方法 融資機関からの報告及び利子助成承認申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 茨城県農協系統農業災害資金利子助成補助金交付要項 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 就農支援資金償還事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

就農支援資金償還のため 

記録項目 
個人識別符号（個人番号を除く。）、氏名、性別、年齢・生

年月日、住所・居所、電話番号、貸付状況 

記録範囲 就農支援資金の借受者 

記録情報の収集方法 申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
県内農業協同組合、茨城県信用農業協同組合連合会、茨城

県農業信用基金協会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 茨城県就農支援資金貸付金貸付等要領第３ 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 経営体育成支援事業 交付申請書等 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課基盤強化グループ 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

経営体育成支援事業の実施要綱等に基づく申請書等、所定

の記載項目であり、当該申請に係る審査に必要であるため。 

記録項目 
氏名、性別、住所・居所、農業経営の状況、消費税等の確定

申告の状況など 

記録範囲 補助金の申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請（市町村→県→国） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産省関東農政局 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒310-8555 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 担い手確保・経営強化支援事業 交付申請書等 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課基盤強化グループ 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

担い手確保・経営強化支援事業の実施要綱等に基づく申請

書等、所定の記載項目であり、当該申請に係る審査に必要

であるため。 

記録項目 
氏名、性別、住所・居所、農業経営の状況、消費税等の確定

申告の状況など 

記録範囲 補助金の申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請（市町村→県→国） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産省関東農政局 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒310-8555 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 一般社団法人茨城県農業会議補助金等交付申請書 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

一般社団法人茨城県農業会議補助金等交付要項に基づき、

茨城県農業会議に対して補助金を交付するために利用す

る。 

記録項目 １氏名、２性別、３年齢 

記録範囲 一般社団法人茨城県農業会議の職員 

記録情報の収集方法 一般社団法人茨城県農業会議からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５ 茨城県水戸市笠原町９７

８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農林水産祭事業（新嘗祭献穀献納式含む） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課基盤強化グループ 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農林水産祭式典（新嘗祭献穀献納式含む）行事に参加する

際に、本人確認として必要記載事項であり、主催側から求

められるため。 

記録項目 
1氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居住、５職業

・職歴、６地位・役職、７業績 

記録範囲 業績概要 

記録情報の収集方法 
・農林水産祭式典：本人からの申請 

・新嘗祭献穀献納式：本人からの申請（市町村→県） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
農林水産祭式典：公益財団法人 日本農林漁業振興会 

新嘗祭献穀献納式：宮内庁 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）農林水産部農業経営課 

（所在地）〒310-8555 

茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 ― 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
就農準備資金及び農業次世代人材投資事業準備型交付対象

者情報管理簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課就農・農業参入支援室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

新規就農者育成総合対策実施要綱、及び農業人材力強化総

合支援事業実施要綱等に基づく、就農準備資金及び農業次

世代人材投資事業準備型等の申請書等の必要記載事項であ

り、当該申請に係る審査等に利用する。 

記録項目 
１氏名、２年齢、３生年月日、４住所、５電話番号、６メー

ルアドレス、７研修計画の内容、８就農状況 等 

記録範囲 青年等就農給付金準備型、農業次世代人材投資事業準備型、 

記録情報の収集方法 交付対象者からの申請及び届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 国、全国農業委員会ネットワーク機構、県関係機関、市町村 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 

茨城県農林水産部農業経営課就農・農業参入支援室 

（所在地） 

〒310-8555  茨城県水戸市笠原町９７８－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業経営改善計画認定申請書 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業経営課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農業経営基盤強化促進法第12条に基づき、効率的かつ安定

的な農業経営を行おうとする農業経営体を育成するため。 

記録項目 
１氏名、２年齢、３生年月日、４住所、５連絡先、６資産、

７収入、８農業経営改善計画の内容 

記録範囲 農業経営改善計画認定申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 茨城県農林振興公社農地中間管理事業部 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業経営課 

（所在地）〒３１０－８５５５  

茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 就農青少年等調査ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業技術課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県内の新規就農者数を把握するため。 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号、６職業・職歴、７学業・学歴 

記録範囲 新規就農者のうち就農後５年以内の者 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業技術課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 認定申請書、運営状況報告書、事業報告書等 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業技術課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

卸売市場法の規定に基づき、地方卸売市場の認定を行うと

ともに、開設者に対する指導及び助言のため 

記録項目 名称、住所、役職及び氏名、電話番号等連絡先 

記録範囲 
地方卸売市場の認定申請書、運営状況報告書、事業報告書

等を提出したもの（令和２年度以降） 

記録情報の収集方法 認定申請者からの申請、届出、報告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
農林水産省 

大臣官房新事業・食品産業部食品流通課卸売市場室 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業技術課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ■無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業三士認定事業ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業技術課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農業の担い手育成と地域農業の振興を進める地域リーダー

として活動を行い得る優れた農業者を農業経営士等として

認定し、農業振興を図る。 

記録項目 １氏名、２性別、３市町村名、４経営類型、５認定年度 

記録範囲 被推薦者（農業経営士、女性農業士、青年農業士） 

記録情報の収集方法 本人からの身上書及び経営調書の提出、聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業技術課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 ＧＡＰ認証取得支援アドバイザー派遣要領 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部農業技術課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

国際水準のＧＡＰ認証の取得を目指す生産者等へ認証の取

得等を助言指導する専門家を派遣するため。 

記録項目 １氏名、２所属、３資格 

記録範囲 本人からの届出があったもの 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農業技術課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 林地開発許可事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部林政課森林計画グループ 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

森林法に基づく、林地開発許可（事前協議を含む）の審査を

行うとともに、林地の開発に関する監督・指導を行う。 

記録項目 １氏名、２住所、3電話番号、4学歴・資格等、5資産情報 

記録範囲 
林地開発許可（申請）者、開発区域内の地権者、工事施行

者、現場管理者 

記録情報の収集方法 林地開発許可申請書等、担当職員による立入調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部林政課森林計画グループ及び

各農林事務所林業振興課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 普及指導協力員ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部林政課林産物振興グループ 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

効率的な普及指導活動を実施するために利用する。 

記録項目 
1整理番号、2氏名、3職名、4郵便番号、5住所、6電話番号、

7備考（所属層） 

記録範囲 
茨城県林業普及指導協力員活用事業実施要領に基づき、選

任された林業普及指導協力員 

記録情報の収集方法 指導林家名簿や青年林業士名簿などから収集 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林事務所 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）農林水産部林政課林産物振興グループ 

（所在地）〒310-0855 茨城県水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 青年林業士ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部林政課林産物振興グループ 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

林業後継者の育成と確保を図るために利用する。 

記録項目 1整理番号、2氏名、3年齢、4住所、5職業、6備考 

記録範囲 
茨城県青年林業士認定事業実施要領に基づき、選任された

青年林業士 

記録情報の収集方法 市町村長等からの推薦調書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林事務所 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）農林水産部林政課林産物振興グループ 

（所在地）〒310-0855 茨城県水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 指導林家ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部林政課林産物振興グループ 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

林業後継者の育成と確保を図るために利用する。 

記録項目 
1整理番号、2氏名、3年齢、4住所、5電話、6農林事務所、7

認定歴、8職業、7備考 

記録範囲 茨城県指導林家等設置要領に基づき、選任された指導林家 

記録情報の収集方法 市町村長等からの推薦調書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林事務所 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）農林水産部林政課林産物振興グループ 

（所在地）〒310-0855 茨城県水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 林業・木材産業改善資金貸付台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部林政課林産物振興グループ 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

林業・木材産業改善資金助成法に基づく貸付金の管理 

記録項目 

１貸付決定番号、２貸付年度、３貸付回、４資金の種類、５

氏名、６住所、７電話番号、８取引銀行名及び口座番号、９

管轄事務所、10委託機関、11貸付決定日、12資金交付日、13

償還期間、14据置期間、15事業費、16貸付金額、17繰上償

還、18償還日ごとの償還金額、19保証人氏名、20保証人住

所、21担保物件、22貸付対象、23事業内容詳細、24個数 

記録範囲 
林業・木材産業改善資金助成法に基づく貸付金の貸付決定

を受けたもの 

記録情報の収集方法 本人からの貸付資格認定申請及び貸付申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部林政課林産物振興グループ 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 行政財産使用許可事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県農林水産部林業課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

地方自治法、茨城県行政財産使用料徴収条例及び茨城県公

有財産事務取扱規則に基づく行政財産使用許可のため 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３地位・役職、４資格・懲罰 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部林業課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 普通財産貸付事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県農林水産部林業課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

地方自治法、茨城県行政財産使用料徴収条例及び茨城県公

有財産事務取扱規則に基づく普通財産使用許可のため 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３地位・役職、４資格・懲罰 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部林業課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 水産流通適正化法届出ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部漁政課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

水産流通適正化法の届出における申請者の確認のため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４メールアドレス 

記録範囲 
水産流通適正化法に係る採捕事業者及び取扱事業者の届出

を行ったもの 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部漁政課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 令和４年度水産加工業緊急支援対策事業費補助金ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部漁政課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

補助金申請者の確認のため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４口座番号、５電気料金 

記録範囲 補助金申請を行ったもの 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部漁政課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 水産振興資金貸付ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部漁政課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

水産振興資金貸付審査のため 

記録項目 １氏名、２貸付金額、３資金の使途 

記録範囲 水産振興資金事業計画書を提出したもの 

記録情報の収集方法 東日本信用漁業協同組合連合会から提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部漁政課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 漁業近代化資金等利子補給ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部漁政課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

漁業近代化資金の利子補給審査のため 

記録項目 

１申請日、２整理番号、３住所、４氏名、５生年月日、６資

産、７収入、８貸付状況、９貸付金額、１０資金種類、１１

資金の使途、１２償還日、１３漁業種類、１４承認決定日 

記録範囲 漁業近代化資金借入申込書の写しを提出したもの 

記録情報の収集方法 東日本信用漁業協同組合連合会から提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部漁政課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 沿岸漁業改善資金貸付事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部漁政課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

沿岸漁業改善資金の貸付審査のため 

記録項目 

１申請日、２氏名、３住所、４生年月日、５資産、６収入、

７貸付状況、８貸付金額、９資金の使途、１０償還日、１１

承認決定日、１２連帯保証人 

記録範囲 貸付申請書、対象者調書、借用証書 

記録情報の収集方法 申請者、事務委託機関、漁協からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 水産庁、事務委託機関 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部漁政課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 漁業監視員委嘱事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部漁政課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

漁業秩序の維持と水産資源の保護を図るため、漁業権の免

許を受けた漁業協同組合の組合員を漁業監視員に委嘱する

事務に使用する。 

記録項目 
１個人識別符号、２氏名、３性別、４年齢・生年月日、５住

居・居所、６所属する漁業協同組合、７顔写真 

記録範囲 漁業監視員委嘱者 

記録情報の収集方法 所属漁業協同組合及び本人からの提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部漁政課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  
 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 漁船登録等ファイル（漁政課） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部漁政課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

漁船法に基づく事務 

記録項目 
１氏名、２住所、３船名、４漁船登録番号、５所属漁業協同

組合 

記録範囲 漁船登録上の所有者又は使用者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 漁業団体、海上保安部 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部漁政課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 知事許可漁業ファイル（漁政課） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部漁政課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

漁業法等に基づく漁業の許可及び起業の認可 

記録項目 
１氏名、２住所、３許可番号、４漁業種類、５船名、６漁船

登録番号、７所属漁業協同組合 

記録範囲 知事許可漁業の許可又は起業の認可を有する者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 漁業団体、海上保安部 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部漁政課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 特定水産動植物採捕許可事務ファイル（漁政課） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部漁政課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

試験研究・学術目的で特定水産動植物を採捕しようとする

者に対し、漁業法及び同法施行規則に基づいた採捕許可を

発給する。 

記録項目 １氏名、２住所、３法人情報、４船舶情報 

記録範囲 採捕許可者、採捕従事者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 漁業団体、海上保安部 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部漁政課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 特別採捕許可事務ファイル（漁政課） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部漁政課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

漁業調整規則に基づき、試験研究・学術目的等に限り適用

除外をする。 

記録項目 １氏名、２住所、３法人情報、４船舶情報 

記録範囲 特別採捕許可者、採捕従事者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 漁業団体、海上保安部 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部漁政課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 遊漁船登録事務（漁政課） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部漁政課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

遊漁船業の適正化に関する法律に基づく事務 

記録項目 
１登録番号、２氏名、３住所、４電話番号、５営業所名、６

遊漁船業務主任者、７遊漁船名、８損害賠償措置内容 

記録範囲 遊漁船業者、遊漁船業務主任者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 漁業団体 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部漁政課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 内水面における採捕の許可ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部漁政課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県内水面漁業調整規則に基づく採捕の許可 

記録項目 
１氏名、２住所、３許可番号、４採捕の種類、５船名、６漁

船登録番号、７所属漁業協同組合 

記録範囲 内水面における採捕の許可を有する者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 漁業団体 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部漁政課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 











様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 （公財）那珂川沿岸土地改良基金協会理事等名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県農林水産部農地局農地整備課国営事業推進室 

（茨城県総務部総務課） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平

成１８年法律第４９号）第１３条に基づき、公益財団法人

の代表者、理事、監事、評議員の氏名を変更する場合は、認

定基準を満たしているか等の審査を行政庁（所管課：農地

整備課）が行う必要がある。公益認定等総合情報システム

（PICTIS）にて法人から提出されたデータを審査するため

に個人情報ファイルを利用する。 

記録項目 
１氏名（フリガナ）、２常勤・非常勤、３生年月日、４性別、

５住所 

記録範囲 
公益認定等総合情報システム（PICTIS）にて法人から提出

された役員等名簿（平成24年度以降） 

記録情報の収集方法 公益認定等総合情報システム（PICTIS）にて法人より提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 内閣府 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部農地局農地整備課国営事業推進室 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 かんしょトップランナー産地拡大事業貸付協力金 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県北農林事務所 企画調整部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

かんしょトップランナー事業交付事務審査に利用する 

記録項目 1氏名、2住所、3生年月日、4口座情報、5借賃額 

記録範囲 令和元年度以降貸付協力金の申請書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人からの届け出、市役所からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 茨城県農林水産部産地振興課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 かんしょトップランナー産地拡大事業交付事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県北農林事務所 企画調整部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

かんしょトップランナー事業交付事務審査に利用する 

記録項目 1氏名、2住所、3生年月日、4年間所得、5年間労働時間 

記録範囲 
令和元年度以降荒廃農地等再生支援事業の申請書を提出し

たもの 

記録情報の収集方法 本人からの届け出、市役所からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 茨城県農林水産部産地振興課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農地所有適格法人の活動状況調査（様式1） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県北農林事務所 企画調整部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農地所有適格法人の活動状況調査票の作成に利用する 

記録項目 1氏名、2住所、3売上額、4議決権割合 

記録範囲 市町から提供された調査票 

記録情報の収集方法 市町からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
茨城県農林水産部農業経営課 経由 農林水産省経営局農

地政策課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 常陸太田市東連地（農地中間管理事業様式7号）（元データ） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県北農林事務所 企画調整部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

・企業参入に係る地権者説明会対象者の確認 

・農地貸借に係る確認作業 

記録項目 1氏名、2住所、3電話番号、4農地情報、5貸借賃料、6耕作者 

記録範囲 
農地耕作条件改善事業申請書を提出したもの 

（令和5年度以降） 

記録情報の収集方法 茨城県農林振興公社からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 R3 常陸太田市玉造名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県北農林事務所 企画調整部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

・企業参入に係る地権者説明会対象者の確認 

・農地貸借に係る確認作業 

記録項目 1氏名、2住所、3電話番号、4農地情報、5貸借賃料、6耕作者 

記録範囲 中間管理事業7号様式 

記録情報の収集方法 茨城県農林振興公社からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 クイック専門家派遣事業申請書兼相談カルテ 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 企画調整部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

専門家派遣申請に係る申請書 

記録項目 1氏名、2住所、3年齢、4電話番号、5メールアドレス 

記録範囲 
クイック専門家派遣事業申請書兼相談カルテを提出したも

の 

記録情報の収集方法 本人からの届出、普及センターから提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 経営支援申請書 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 企画調整部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

専門家派遣申請に係る申請書 

記録項目 
1氏名、2住所、3年齢、4性別、5電話番号、6メールアドレス、 

7直近の収支・販売状況等、8経営の構成 

記録範囲 経営支援申請書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人からの届出、普及センターから提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業法人一覧 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 企画調整部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農業法人調査事務における調査のために利用する 

記録項目 1法人所在地、2法人名、3代表者氏名、4連絡先 

記録範囲 農業経営課から提供された農業法人一覧のもの 

記録情報の収集方法 農業経営課からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 認定農業者名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 企画調整部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

認定状況確認のために利用する 

記録項目 1氏名、2住所、3性別、4生年月日 

記録範囲 農業経営改善計画申請書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人からの申請、市町からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 R4生産農業所得向上に向けたアンケート集計様式 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 企画調整部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県総合計画において主要指標として掲げる「生産農業所

得」及び「スマート農業技術の導入を促進し、販売金額1億円

以上を達成した農業経営体数」の目標達成に向けて、 

経営の現状及び今後の展開方向の把握を目的に、管内から抽出

した農業者を対象としたアンケート調査結果を集計すること

を目的とする 

記録項目 

1氏名・法人名、2住所、3電話番号、4経営類型、5栽培作物、

6農地集積意向、7水田高収益作物の導入状況、8スマート農

業技術の導入状況 

記録範囲 認定農業者など管内主要農業者 

記録情報の収集方法 県北農林事務所各部門から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業学園専門研修事業ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

管内の新規就農者並びに農業後継者等に対し、営農をする

うえで役立つ知識及び技術の基礎の習得、経営的な意識向

上を図るきっかけとなる研修講座を開設する 

記録項目 1氏名、2住所、3年齢、4主要品目 

記録範囲 新規就農者等のうち参加を希望する者 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 経営体育成指導活動ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

生産性や付加価値の向上、販路の開拓など、多種多様な選

択肢の中から、自らが目指す経営を実現するために必要と

なる手段を正しく選択し、PDCAサイクルを回して普段の努

力を続けていくことのできる「経営者マインド」を備えた

農業者を育成する 

記録項目 1市町村、2経営類型、3目標販売金額、4支援内容 

記録範囲 対象経営体 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業総合センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農薬販売者登録一覧 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 企画調整部門 振興・環境室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農薬販売者の各種届出の受理及び立入検査のために利用 

記録項目 

1登録番号、2届出者住所、3名称、4代表者名、 

5販売所の所在地、6販売所名、7店舗代表者氏名、 

8届出受理日、9電話番号 

記録範囲 平成16年以降 

記録情報の収集方法 集団の代表者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 管内ゴルフ場一覧表 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 企画調整部門 振興・環境室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農薬適正使用指導のために利用 

記録項目 1ゴルフ場名、2所在地、3電話番号、4責任者 

記録範囲 平成24年以降 

記録情報の収集方法 集団の代表者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 特別栽培農産物台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 企画調整部門 振興・環境室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

特別栽培農産物の認定などに利用 

記録項目 1氏名、2市町村、認証番号 

記録範囲 令和元年度以降 

記録情報の収集方法 本人の所属する集団の代表者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 エコファーマー台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 企画調整部門 振興・環境室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

エコファーマーの認定などに利用 

記録項目 1氏名、2住所、3生年月日、4年齢、5認定番号 

記録範囲 平成26年度以降 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 畜産環境実態調査 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 企画調整部門 振興・環境室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

家畜排せつ物の処理に関する実態把握及び管理指導に利用 

記録項目 

1氏名、２住所、３電話番号、４後継者有無・従業者数、 

５飼養規模、６畜舎構造、７家畜排せつ物処理・利用方法、

８農場レイアウト 

記録範囲 
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律

に基づく対象農家 

記録情報の収集方法 本人からの聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 畜舎建築利用計画認定関係 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 企画調整部門 振興・環境室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

畜舎特例法に基づく畜舎建築利用計画の認定等に利用 

記録項目 

1氏名、2住所、3電話番号、4畜舎の概要、5設計者等に関す

る事項、6畜舎等の構造・設備、7利用、8定款、9住民票、 

10図面 

記録範囲 畜舎の建築等及び利用の特例に関する法律に基づく申請者 

記録情報の収集方法 本人（委任者）からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 家畜人工授精所指導 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 企画調整部門 振興・環境室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

家畜改良増殖法に基づく家畜人工授精所開設及び運営指導

に利用 

記録項目 

1開設者氏名・住所、2家畜人工授精所の名称・所在地、 

3管理者氏名・住所、4業務、5構造・設備の概要、 

6平面図・配置図 

記録範囲 家畜改良増殖法に基づく家畜人工授精所開設申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 蜜蜂飼育届 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 企画調整部門 振興・環境室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

蜜蜂飼育に関する実態把握に利用 

記録項目 
1氏名、2住所、3電話番号、4蜜蜂飼育状況（飼育場所、蜂群

数、飼育期間） 

記録範囲 養蜂振興法に基づく対象農家 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 飼料安全法立入検査 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 企画調整部門 振興・環境室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

飼料等の原料段階から利用に関する実態把握及び管理指導

に利用 

記録項目 1氏名、2住所、3電話番号、4届出年月日(利用農家以外)  

記録範囲 
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律法に基づ

く飼料製造業者、販売業者、利用農家 

記録情報の収集方法 本人からの聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県北農林事務所 

（所在地）〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業学園専門研修事業ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所 

常陸大宮地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

新規就農者等に対し、農業及び生活に関する高度・専門技

術や経営管理能力を修めさせるとともに、農業に対する旺

盛な意欲及び創造力の涵養並びに農村社会の形成者として

の資質向上を図り、近代的農業の担い手にふさわしい農業

者の育成を行う。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４年齢、５経営類型・規模 

６所属団体・グループ 

記録範囲 新規就農者等のうち参加を希望する者 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県北農林事務所 

常陸大宮地域農業改良普及センター 

（所在地）常陸大宮市野中町3083-2 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 経営体育成指導活動ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県北農林事務所  

常陸大宮地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

生産性や付加価値の向上、販路の開拓など、多種多様な選

択肢の中から、自らが目指す経営を実現するために必要と

なる手段を正しく選択し、ＰＤＣＡサイクルを回して不断

の努力を続けていくことのできる「経営者マインド」を備

えた農業者を育成する。 

記録項目 １市町村、２経営類型、３目標販売金額、４支援内容 

記録範囲 対象経営体 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業総合センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県北農林事務所 

常陸大宮地域農業改良普及センター 

（所在地）常陸大宮市野中町3083-2 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



1 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県営土地改良事業 換地計画書 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

高萩土地改良事務所 契約用地課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県営土地改良事業 換地事務 

記録項目 １氏名、２住所、３土地の表示 

記録範囲 県営土地改良事業 権利者 

記録情報の収集方法 登記簿謄本 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 市町村、土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県高萩土地改良事務所 契約用地課 

（所在地）茨城県高萩市春日町3-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



2 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県営土地改良事業 確定名寄帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

高萩土地改良事務所 契約用地課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県営土地改良事業 換地事務 

記録項目 １氏名、２住所、３土地の表示 

記録範囲 県営土地改良事業 参加者 

記録情報の収集方法 登記簿謄本 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 市町村、土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県高萩土地改良事務所 契約用地課 

（所在地）茨城県高萩市春日町3-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



3 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県営土地改良事業 一時利用地指定通知書 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

高萩土地改良事務所 契約用地課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県営土地改良事業 換地事務 

記録項目 １氏名、２住所、３土地の表示 

記録範囲 県営土地改良事業 参加者 

記録情報の収集方法 登記簿謄本 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 市町村、土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県高萩土地改良事務所 契約用地課 

（所在地）茨城県高萩市春日町3-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



4 
 

様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県営土地改良事業 換地処分通知書 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

高萩土地改良事務所 契約用地課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県営土地改良事業 換地事務 

記録項目 １氏名、２住所、３土地の表示 

記録範囲 県営土地改良事業 参加者 

記録情報の収集方法 登記簿謄本 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 市町村、土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県高萩土地改良事務所 契約用地課 

（所在地）茨城県高萩市春日町3-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 認定農業者広域（県央）認定者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所企画調整部門企画調整課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農業経営改善計画認定申請の広域（県央）認定審査・認定・

更新通知に係る業務 

記録項目 １，氏名、２，住所、３．認定番号、４．認定有効期間 

記録範囲 農業経営改善計画の認定を受けたもの 

記録情報の収集方法 本人からの届け出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県央農林事務所企画調整部門企画調整課 

（所在地）水戸市柵町１丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県特別栽培農産物認証事業 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県県央農林事務所農業振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

特別栽培農産物の認証に係る栽培計画書及び栽培管理記録

簿の届出書 

記録項目 氏名、住所・居所、電話番号 

記録範囲 
生産者、栽培管理者、確認責任者、とう精責任者、精米確認

者 

記録情報の収集方法 本人の届出申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県央農林事務所農業振興課 

（所在地）水戸市柵町１丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 畜産環境保全実態調査ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所企画調整部門振興・環境室畜産振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律

の遵守に係る畜産農家の排せつ物の管理状況調査 

記録項目 １氏名、２住所（居所及び農場）、３電話番号、４年齢 

記録範囲 畜産業を営むもの 

記録情報の収集方法 本人からの聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県央農林事務所企画調整部門振興・環境室 

     畜産振興課 

（所在地）〒310-0802  

茨城県水戸市柵町１丁目３番地１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 養蜂に関すること ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所企画調整部門振興・環境室畜産振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

養蜂振興法に基づく蜜蜂飼育届及び蜜蜂飼育変更届。 

情報は、蜜蜂飼育者の把握等のために利用する。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 蜜蜂を飼育するもの 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県央農林事務所企画調整部門振興・環境室 

     畜産振興課 

（所在地）〒310-0802  

茨城県水戸市柵町１丁目３番地１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 飼料安全法関係 ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所企画調整部門振興・環境室畜産振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第56条第

１項から第3項までの規定による立入検査 等 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、 

記録範囲 飼料製造業者、飼料販売業者 

記録情報の収集方法 本人からの聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県央農林事務所企画調整部門振興・環境室 

     畜産振興課 

（所在地）〒310-0802  

茨城県水戸市柵町１丁目３番地１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 畜舎特例法に係る認定申請管理台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所企画調整部門振興・環境室畜産振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法に基づく畜舎建

築利用計画の認定 

記録項目 １氏名、２住所（居所及び農場）、３電話番号 

記録範囲 
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法に基づく畜舎建

築利用計画の認定を受けるもの 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 茨城県農林水産部畜産課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県央農林事務所企画調整部門振興・環境室 

     畜産振興課 

（所在地）〒310-0802  

茨城県水戸市柵町１丁目３番地１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 家畜人工授精所ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所企画調整部門振興・環境室畜産振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

家畜改良増殖法に基づく家畜人工授精所の開設・届出事項

の変更及び家畜人工授精所の運営状況の定期報告 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４人工授精所管理番号 

記録範囲 家畜人工授精所を開設する者 

記録情報の収集方法 本人からの申請及び報告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 茨城県農林水産部畜産課、農林水産省 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県央農林事務所企画調整部門振興・環境室 

     畜産振興課 

（所在地）〒310-0802  

茨城県水戸市柵町１丁目３番地１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業学園専門研修事業ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

新規就農者等に対し、農業及び生活に関する高度・専門技

術や経営管理能力を修めさせるとともに、農業に対する旺

盛な意欲及び創造力の涵養並びに農村社会の形成者として

の資質向上を図り、近代的農業の担い手にふさわしい農業

者の育成を行う。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４年齢・生年月日、５主要品

目 

記録範囲 新規就農者等のうち参加を希望する者 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県央農林事務所経営・普及部門 

（所在地）水戸市柵町１丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 経営体育成指導活動ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

生産性や付加価値の向上、販路の開拓など、多種多様な選

択肢の中から、自らが目指す経営を実現するために必要と

なる手段を正しく選択し、ＰＤＣＡサイクルを回して不断

の努力を続けていくことのできる「経営者マインド」を備

えた農業者を育成する。 

記録項目 
１市町村、２年齢、３経営類型、４経営規模、５目標販売金

額、６支援内容 

記録範囲 対象経営体 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業総合センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県央農林事務所経営・普及部門 

（所在地）水戸市柵町１丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県営土地改良事業 換地計画書 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所土地改良部門 用地管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県営土地改良事業 換地事務 

記録項目 １氏名、２住所、３土地の表示 

記録範囲 県営土地改良事業 権利者 

記録情報の収集方法 登記簿謄本 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 市町村、土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県央農林事務所土地改良部門 

（所在地）茨城県水戸市柵町１丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県営土地改良事業 確定名寄帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所土地改良部門用地管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県営土地改良事業 換地事務 

記録項目 １氏名、２住所、３土地の表示 

記録範囲 県営土地改良事業 参加者 

記録情報の収集方法 登記簿謄本 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 市町村、土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県央農林事務所土地改良部門 

（所在地）茨城県水戸市柵町１丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県営土地改良事業 一時利用地指定通知書 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所土地改良部門用地管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県営土地改良事業 換地事務 

記録項目 １氏名、２住所、３土地の表示 

記録範囲 県営土地改良事業 参加者 

記録情報の収集方法 登記簿謄本 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 市町村、土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県央農林事務所土地改良部門 

（所在地）茨城県水戸市柵町１丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県営土地改良事業 換地処分通知書 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所土地改良部門用地管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県営土地改良事業 換地事務 

記録項目 １氏名、２住所、３土地の表示 

記録範囲 県営土地改良事業 参加者 

記録情報の収集方法 登記簿謄本 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 市町村、土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県央農林事務所土地改良部門 

（所在地）茨城県水戸市柵町１丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 国営茨城中部地区土地改良事業 換地計画書 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所土地改良部門 用地管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県営土地改良事業 換地事務 

記録項目 １氏名、２住所、３土地の表示 

記録範囲 県営土地改良事業 権利者 

記録情報の収集方法 登記簿謄本 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 市町村、土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県央農林事務所土地改良部門 

（所在地）茨城県水戸市柵町１丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 国営茨城中部地区土地改良事業 確定名寄帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所土地改良部門用地管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県営土地改良事業 換地事務 

記録項目 １氏名、２住所、３土地の表示 

記録範囲 県営土地改良事業 参加者 

記録情報の収集方法 登記簿謄本 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 市町村、土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県央農林事務所土地改良部門 

（所在地）茨城県水戸市柵町１丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 国営茨城中部地区土地改良事業 一時利用地指定通知書 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所土地改良部門用地管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県営土地改良事業 換地事務 

記録項目 １氏名、２住所、３土地の表示 

記録範囲 県営土地改良事業 参加者 

記録情報の収集方法 登記簿謄本 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 市町村、土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県央農林事務所土地改良部門 

（所在地）茨城県水戸市柵町１丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業学園専門研修事業ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所笠間地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

新規就農者等に対し、農業及び生活に関する高度・専門技

術や経営管理能力を修めさせるとともに、農業に対する旺

盛な意欲及び創造力の涵養並びに農村社会の形成者として

の資質向上を図り、近代的農業の担い手にふさわしい農業

者の育成を行う。 

記録項目 １氏名、２年齢・生年月日、３栽培品目、４住所、５販売先 

記録範囲 新規就農者等のうち参加を希望する者 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県央農林事務所笠間地域農業改良普及センター 

（所在地）笠間市笠間1531 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 経営体育成指導活動ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所笠間地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

生産性や付加価値の向上、販路の開拓など、多種多様な選

択肢の中から、自らが目指す経営を実現するために必要と

なる手段を正しく選択し、ＰＤＣＡサイクルを回して不断

の努力を続けていくことのできる「経営者マインド」を備

えた農業者を育成する。 

記録項目 
１市町村、２年齢、３経営類型、４経営規模、５目標販売金

額、６支援内容 

記録範囲 対象経営体 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業総合センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県央農林事務所笠間地域農業改良普及センター 

（所在地）笠間市笠間1531 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 家族経営協定締結者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所笠間地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

家族経営協定の締結状況を把握し、就業環境の改善指導を

行う。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４経営類型、５締結年、６締

結項目 

記録範囲 家族経営協定締結者 

記録情報の収集方法 家族経営協定書および本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県央農林事務所笠間地域農業改良普及センター 

（所在地）笠間市笠間1531 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 

様式第２号（第３条第３項関係） 



 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農村女性大学受講対象者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県央農林事務所笠間地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

女性農業者の経営状況を把握し、講座カリキュラム作成及

び経営指導の際の参考とする。 

記録項目 １氏名、２市町、３経営品目、４年代 

記録範囲 女性農業者のうち参加を希望する者 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県央農林事務所笠間地域農業改良普及センター 

（所在地）笠間市笠間1531 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県特別栽培農産物申請・認証者一覧 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行農林事務所 振興・環境室 農業振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

特別栽培農産物の申請及び認証業務のために利用する 

記録項目 

認証番号、生産者名、栽培責任者名、確認責任者名、圃場、

面積、品目、農薬使用回数、化学肥料使用数量、播種または

定植時期、出荷時期、予定出荷量、申請年月日 

記録範囲 茨城県特別栽培農産物認証申請書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人からの届け出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県鹿行農林事務所 

（所在地）〒311-1593 鉾田市鉾田市1367-3 

鉾田合同庁舎内 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 



 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業学園専門研修事業ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

新規就農者等に対し、農業及び生活に関する高度・専門技

術や経営管理能力を修めさせるとともに、農業に対する旺

盛な意欲及び創造力の涵養並びに農村社会の形成者として

の資質向上を図り、近代的農業の担い手にふさわしい農業

者の育成を行う。 

記録項目 １氏名、２住所、３年齢、４年齢、５主要品目 

記録範囲 新規就農者等のうち参加を希望する者 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行農林事務所経営・普及部門 

（所在地）茨城県鉾田市鉾田１３６７－３ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 経営体育成指導活動ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

生産性や付加価値の向上、販路の開拓など、多種多様な選

択肢の中から、自らが目指す経営を実現するために必要と

なる手段を正しく選択し、ＰＤＣＡサイクルを回して不断

の努力を続けていくことのできる「経営者マインド」を備

えた農業者を育成する。 

記録項目 
１市町村、２経営類型、３経営規模、４目標販売金額、５支

援内容 

記録範囲 対象経営体 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業総合センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行農林事務所経営・普及部門 

（所在地）鉾田市鉾田１３６７－３ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 豊郷台地区 換地原案作成 地権者名簿ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県 鹿行農林事務所 土地改良部門 用地管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

各地権者の換地後の土地を指定するための原案を作成す

る。 

記録項目 １氏名、２住所、３所有地 

記録範囲 

・自作農用地の所有者 

・小作農用地の耕作者 

・非農用地の所有者 

記録情報の収集方法 土地改良区 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県鹿行農林事務土地改良部門用地管理課 

（所在地）〒311－1593 茨城県鉾田市鉾田1367番地３ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 本郷高野地区 一時利用地指定 地権者名簿ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県 鹿行農林事務所 土地改良部門 用地管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

地権者が、換地処分公告までの間に、一時耕作（使用収益）

できるように土地を指定する。 

記録項目 １氏名、２住所、３所有地 

記録範囲 

・自作農用地の所有者 

・小作農用地の耕作者 

・非農用地の所有者 

記録情報の収集方法 土地改良区 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県鹿行農林事務土地改良部門用地管理課 

（所在地）〒311－1593 茨城県鉾田市鉾田1367番地３ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 麻生南部地区 権利者会議ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県 鹿行農林事務所 土地改良部門 用地管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

権利者会議の通知・召集のため 

記録項目 1氏名、２住所 

記録範囲 ・権利者会議構成員 

記録情報の収集方法 土地改良区 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県鹿行農林事務土地改良部門用地管理課 

（所在地）〒311－1593 茨城県鉾田市鉾田1367番地３ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業学園専門研修対象者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行農林事務所行方地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

新規就農者等に対し、農業及び生活に関する高度・専門技

術や経営管理能力を修めさせるとともに、農業に対する旺

盛な意欲及び創造力の涵養並びに農村社会の形成者として

の資質向上を図り、近代的農業の担い手にふさわしい農業

者の育成を行う。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４年齢・生年月日、５主要品

目 

記録範囲 新規就農者等のうち参加を希望する者 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行農林事務所行方地域農業改良普及センター 

（所在地）行方市麻生１７００－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 経営体育成指導活動ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

鹿行農林事務所行方地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

生産性や付加価値の向上、販路の開拓など、多種多様な選

択肢の中から、自らが目指す経営を実現するために必要と

なる手段を正しく選択し、ＰＤＣＡサイクルを回して不断

の努力を続けていくことのできる「経営者マインド」を備

えた農業者を育成する。 

記録項目 
１氏名、２市町村、３経営類型、４経営規模、５目標販売金

額、６支援内容 

記録範囲 指導対象経営体 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業総合センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）鹿行農林事務所行方地域農業改良普及センター 

（所在地）行方市麻生１７００－６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 特別栽培農産物認証台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南農林事務所企画調整部門振興・環境室農業振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県ホームページに掲載するための申請データ集計 

記録項目 

１管轄普及センター、２所在市町村、３計画承認時期、４品

目、５作型、６栽培責任者の氏名・住所・電話番号、７生産

者の氏名・住所・電話番号、８確認責任者氏名、９申請面

積、10予定出荷量、11化学合成窒素使用量、12節減対象農薬

成分回数、13計画申請日、14計画承認日、15認証申請日 

記録範囲 
特別栽培農産物認証申請書を提出し、受理された者（単年

度ごと） 

記録情報の収集方法 認証申請書および栽培管理記録から抽出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県南農林事務所企画調整部門 

振興・環境室農業振興課 

（所在地）〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-26 

（土浦合同庁舎内） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 特別栽培農産物計画承認台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南農林事務所企画調整部門振興・環境室農業振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県ホームページに掲載するための申請データ集計 

記録項目 

１管轄普及センター、２所在市町村、３計画承認時期、４品

目、５作型、６栽培責任者の氏名・住所・電話番号、７生産

者の氏名・住所・電話番号、８確認責任者氏名、９申請面

積、10予定出荷量、11化学合成窒素使用量、12節減対象農薬

成分回数、13計画申請日、14計画承認日 

記録範囲 
特別栽培農産物計画申請書を提出し、受理された者（単年

度ごと） 

記録情報の収集方法 栽培計画の承認申請書および栽培計画書から抽出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県南農林事務所企画調整部門 

振興・環境室農業振興課 

（所在地）〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5-17-26 

（土浦合同庁舎内） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 経営体育成対象者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

自らが目指す経営を実現するために必要となる手段を正

しく選択し、ＰＤＣＡサイクルを回し続けていくことの

できる「経営者マインド」を備えた農業者を育成する。 

記録項目 １氏名、２市町村、３経営類型、４該当項目、５目標 

記録範囲 管内 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業総合センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南農林事務所経営・普及部門 

（所在地）〒300-0051 土浦市真鍋5-17-26 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業学園専門研修事業ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

就農後間もない農業者等を対象に、農業経営の基礎知識・

技術の習得や地域内の仲間づくりの機会を提供すること

で、次代を担う農業経営者の育成を行う。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４主要品目 

記録範囲 新規就農後５年以内の者うち参加を希望する者 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南農林事務所経営・普及部門 

（所在地）〒300-0051 土浦市真鍋5-17-26 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 経営体育成指導活動ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南農林事務所稲敷地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

生産性や付加価値の向上、販路の開拓など、多種多様な選

択肢の中から、自らが目指す経営を実現するために必要と

なる手段を正しく選択し、ＰＤＣＡサイクルを回して不断

の努力を続けていくことのできる「経営者マインド」を備

えた農業者を育成する。 

記録項目 
１市町村、２年齢、３経営類型、４経営規模、５目標販売金

額、６支援内容 

記録範囲 対象経営体 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業総合センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南農林事務所 稲敷地域農業改良普及センター 

（所在地）稲敷市江戸崎甲541 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業学園専門研修事業ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南農林事務所稲敷地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

新規就農者等に対し、農業及び生活に関する高度・専門技

術や経営管理能力を修めさせるとともに、農業に対する旺

盛な意欲及び創造力の涵養並びに農村社会の形成者として

の資質向上を図り、近代的農業の担い手にふさわしい農業

者の育成を行う。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４年齢・生年月日、５主要品

目 

記録範囲 新規就農者等のうち参加を希望する者 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南農林事務所 稲敷地域農業改良普及センター 

（所在地）稲敷市江戸崎甲541 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業三士認定事業ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農業の担い手育成と地域農業の振興をすすめる地域リー

ダーとしての活動を行いうる優れた農業者等を農業経営

士、女性農業士、青年農業士として認定し、本県の農業

振興を図る。 

記録項目 １氏名、２性別、３市町村名、４経営部門、５認定年度 

記録範囲 農業経営士、女性農業士、青年農業士 

記録情報の収集方法 本人による身上書及び経営調書の提出、聞取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター 

（所在地）〒305-0861 茨城県つくば市谷田部3951-5 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 就農青少年等調査ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県内の就農青少年の実態や離農の状況を継続的に把握する

ことにより、本県での就農定着に向けて必要な情報を得る

とともに、今後の農村青少年育成活動に活用することで、

いばらき農業を担う優れた農業後継者の確保・育成のため

の施策の展開に役立てる。 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号、６経営類型、７最終学歴、８出身地 

記録範囲 

・調査年度の前年度に新規就農した16歳以上65歳以下の者 

・調査年度の前々年度までの５年間に新規就農した者で、

調査年度の前年度に離農した者 

記録情報の収集方法 本人からの聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業技術課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター 

（所在地）〒305-0861 茨城県つくば市谷田部3951-5 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 □法第60条第２項第２号 



政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農村女性大学対象者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農村女性大学講座等の開催を通知する。 

記録項目 
１氏名、２年齢・生年月日、３住所・居所、４電話番号 

５経営類型 

記録範囲 女性農業者 

記録情報の収集方法 本人からの聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター 

（所在地）〒305-0861 茨城県つくば市谷田部3951-5 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 経営体育成指導活動事業ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

「第２次茨城県総合計画」の目標達成に向け、「経営者マ

インド」を備えた農業者を育成する。 

記録項目 
１氏名、２市町村、３経営類型、４目標とする販売金額、５

主な支援内容 

記録範囲 対象経営体 

記録情報の収集方法 本人からの聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業総合センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター 

（所在地）〒305-0861 茨城県つくば市谷田部3951-5 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農地法第４条の規定に基づく転用許可事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 企画調整部門 農地調整（農業政策課駐

在） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農地法第４条の規定に基づく転用許可申請を審査するた

め 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号、６本籍・国籍、７家庭状況、８親族関係、９婚姻歴、

１０職業・職歴、１１地位・役職、１２資格・賞罰、１３資

産、１４取引状況、１５意見・要望 

記録範囲 農地法第４条の規定に基づき許可申請をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

レ法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農地法第５条の規定に基づく転用許可事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 企画調整部門 農地調整（農業政策課駐

在） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農地法第５条の規定に基づく転用許可申請を審査するた

め 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号、６本籍・国籍、７家庭状況、８親族関係、９婚姻歴、

１０職業・職歴、１１地位・役職、１２資格・賞罰、１３資

産、１４取引状況、１５意見・要望 

記録範囲 農地法第５条の規定に基づき許可申請をした者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

レ法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農地法第３６条の規定に基づく国有地の売渡事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 企画調整部門 農地調整（農業政策課駐

在） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農地法第３６条の規定に基づき売渡処分を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号、６本籍・国籍、７家庭状況、８職業・職歴、９地位・

役職、１０資産 

記録範囲 農地法第３７条の規定に基づく買受申込みをした者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

レ法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農地法第６１条の規定に基づく国有地の売渡事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 企画調整部門 農地調整（農業政策課駐

在） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農地法第６１条の規定に基づき売渡処分を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号、６本籍・国籍、７家庭状況、８職業・職歴、９地位・

役職、１０資産 

記録範囲 
農地法第６３条の規定に基づき買受予約申込みをした者

及び法第６５条の規定に基づき買受申込みをした者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

レ法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農地法第８０条の規定に基づく国有地の売払事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 企画調整部門 農地調整（農業政策課駐

在） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農地法第８０条に基づき売払処分を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号、６本籍・国籍、７家庭状況、８親族関係、９婚姻歴、

１０住居状況、１１職業・職歴、１２地位・役職、１３資産 

記録範囲 
農地法第８０条の規定に基づき買受申込みをした者及び

関係人 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

レ法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業協同組合の役員等の選（退・解）任に係る届出事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 企画調整部門 企画調整課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

役員選出等の状況を把握し、農業協同組合の監督指導に資

する。 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３職業・職歴 

記録範囲 農業協同組合の役員 

記録情報の収集方法 農業協同組合からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業近代化資金利子補給事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農業近代化資金の利子補給のため 

記録項目 

１個人識別番号（個人番号を除く）、２氏名、３年齢・生年

月日、４住所・居所、５電話番号、６その他（農業経営の状

況等）７家庭状況、８職業・職歴、９資産、１０収入、１１

納税状況、１２貸付状況 

記録範囲 農業近代化資金の借入申込者 

記録情報の収集方法 融資機関からの農業近代化資金利子補給承認申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 茨城県農業信用基金協会、市町村 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業経営基盤強化資金利子助成事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

資金借入申込手続き・営農に関する指導及び利子助成補助

金交付のため。 

記録項目 

１個人識別番号（個人番号を除く）、２氏名、３年齢・生年

月日、４住所・居所、５電話番号、６その他（農業経営の状

況等）７家庭状況、８職業・職歴、９資産、１０収入、１１

納税状況、１２貸付状況 

記録範囲 農業経営基盤強化資金の借受者 

記録情報の収集方法 融資機関等からの報告、市町村からの補助金交付申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 日本政策金融公庫調査委嘱事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西林事務所企画調整部門企画調整課、県西農林事務所経営・普及部

門、県西農林事務所土地改良部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

【青年】意見書の作成及び資金借り入れ申込手続き・営農に関する指

導のため 

【基盤】資金借入申込手続きのため 

【改良】貸付資格認定審査のため 

記録項目 

１個人識別番号（個人番号を除く）、２氏名、３年齢・生年月日、４

住所・居所、５電話番号、６その他（農業経営の状況等）７家庭状況、

８職業・職歴、９資産、１０収入、１１納税状況、１２貸付状況 

記録範囲 
青年等収納資金・農業改良資金の借受申込者、農業基盤整備資金の借

受申込者及び連帯保証人 

記録情報の収集方法 

【青年】日本政策金融公庫からの意見書提出依頼、市町村からの報告 

【基盤】借入申込 

【改良】貸付資格認定審査申請（本人→公庫→県） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 □法第60条第２項第１号 レ法第60条第２項第２号 



政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
地域農業経営再開復興支援事業 

人・農地問題解決加速化支援事業 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所企画調整部門企画調整課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

市町村（東日本大震災により農地に津波の被害を受けた市町

村）において、地域の中心となる担い手の特定など地域農業の

あり方を明らかにした人・農地プラン（経営再開マスタープラ

ン）の策定・見直しを行う。 

記録項目 １氏名、２年齢・生年月日、３住所・居所 

記録範囲 
人・農地プラン（経営再開マスタープラン）において今後の

中心となる経営体等として位置づけられた者 

記録情報の収集方法 市町村からの文書による報告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 関東農政局（実施要鋼に基づく事務） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 青年就農給付金事業 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所企画調整部門企画調整課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修期間

と経営が不安定な就農直後の所得確保を支援する青年就農給付金（準

備型・経営開始型）を給付する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話番号、６

家庭状況、７住居状況、８職業・職歴、９学業・学歴、１０資格・賞

罰、１１収入 

記録範囲 青年就農給付金事業に係る給付対象者 

記録情報の収集方法 
給付対象者からの申請（準備型） 

市町村からの文書による報告（経営開始型） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業経営課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

レ法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 青年等就農支援資金貸付事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

青年等就農支援資金貸付のため 

記録項目 

１個人識別番号（個人番号を除く）、２氏名、３年齢・生年月日、４

住所・居所、５電話番号、６その他（農業経営の状況等）７家庭状況、

８職業・職歴、９資産、１０収入、１１納税状況、１２貸付状況 

記録範囲 就農支援資金の貸付申請者 

記録情報の収集方法 貸付申請（本人→融資機関→県） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 
県内農業協同組合、茨城県信用農業協同組合連合会、茨城

県農業信用基金協会、茨城県農林振興公社、県内市町村 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
新規就農者育成総合対策（経営発展支援事業、就農準備資金・

経営開始資金（農業次世代人材投資資金含む）） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所経営・普及部門（県西農林事務所企画調整部

門企画調整課） 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

就農後の経営発展のために、機械・施設等の導入を支援する。

また、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就

農前の研修を後押しする資金（2年以内）及び就農直後の経営

確立を支援する資金（3年以内）を交付する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話番

号、６家庭状況、７住居状況、８職業・職歴、９学業・学歴、

１０資格・賞罰、１１収入 

記録範囲 
経営発展支援事業、就農準備資金・経営開始資金（農業次世

代人材投資資金含む）交付対象者 

記録情報の収集方法 
給付対象者からの申請（就農準備資金） 

市町村からの文書による報告（経営開始資金、経営開始型） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業経営課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 



備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 飼料取扱業務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 振興・環境室 畜産振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づ

き、飼料製造業者届及び飼料販売業者届を受理し、流通飼料の

品質の改善について検査、指導を行う。 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３職業・職歴、４地位・役職 

記録範囲 
飼料製造業者、飼料添加物製造業者、飼料販売業者、飼料添加

物販売業者 

記録情報の収集方法 飼料製造業者、飼料販売業者等からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 

備   考 － 



 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 畜舎特例法に係る事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 振興・環境室 畜産振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

「畜舎等の建築等及び利用の特例に係る法律（畜舎特例

法）」に基づき、畜舎建築利用鶏悪の認定等を行うための審

査、指導等に利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所・居所、３電話番号、４その他（建築士の氏

名）、５その他（建築士の資格）、６その他（建築士の生年

月日）、７その他（建築士の本籍地） 

記録範囲 畜舎建築利用計画認定申請者 

記録情報の収集方法 畜舎建築利用計画認定申請者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 農林水産部畜産課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 養蜂振興法に係る事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 振興・環境室 畜産振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

「養蜂振興法」に基づく蜜蜂飼育届を受理し、蜜蜂の飼育

状況の把握等のために利用する。 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話番号 

記録範囲 蜜蜂飼育者 

記録情報の収集方法 蜜蜂飼育者からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 農林水産部畜産課、各家畜保健衛生所 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 青年林業士の認定事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 振興・環境室 林業振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

林業後継者の育成と確保を図るため、青年林業士を認定す

る。 

記録項目 
１個人識別番号（個人番号を除く）、２氏名、３年齢・生年

月日、５住所・居所、６電話番号 

記録範囲 青年林業士として推薦される者 

記録情報の収集方法 調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 指導林家の認定事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 振興・環境室 林業振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

林業後継者の育成と確保を図るため、指導林家を認定する 

記録項目 
１個人識別番号（個人番号を除く）、２氏名、３性別、４年

令・生年月日、５住所・居所、６電話番号 

記録範囲 指導林家として推薦される者 

記録情報の収集方法 調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 普及指導協力員の委嘱事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 振興・環境室 林業振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

効率的な普及指導活動を実施するため、普及指導協力員の

委嘱を行う。 

記録項目 
１個人識別番号（個人番号を除く）、２氏名、３住所・居所、

４電話番号、５職業・職歴、６資産、７取引状況 

記録範囲 林業普及指導協力員として推薦される者 

記録情報の収集方法 調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 林業・木材産業改善資金貸付金 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 振興・環境室 林業振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

林業・木材産業改善資金の貸付申請に対して審査を行うと

ともに、貸付を行った場合には当該債権の管理を行う。 

記録項目 
１氏名、２年齢・生年月日、３住所・居所、４電話番号、５

資産、６収入、７取引状況 

記録範囲 貸付申請書、借受者、連帯保証人 

記録情報の収集方法 
貸付申請者からの林業・木材産業改善資金貸付申請書の提

出、借受者からの林業・木材産業改善資金借用証書の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 森林保全巡視員 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 振興・環境室 林業振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

森林保全巡視員の委嘱等 

記録項目 

１氏名、２性別、年齢・生年月日、４住所・居所、５電話番

号、６家庭状況、７職業・職歴、８学業・学歴、９資格・賞

罰 

記録範囲 森林保全巡視員として採用する者 

記録情報の収集方法 内申時の履歴書（提出） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 各農林事務所 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 建設工事等の執行に関する事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 振興・環境室 林業振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

林業課及び各農林事務所が施工する建設工事等の適正な執

行を図るため、入札、契約の締結、工事の監督、指導等を行

う。 

記録項目 
１個人識別番号（個人番号を除く）、２氏名、３年齢・生年

月日、４住所・居所 

記録範囲 
法人の代表、法人の代表から委任を受けた者、配置予定技

術者、現場代理人等 

記録情報の収集方法 入札参加資格者名簿、請負人からの届け出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 家族経営協定の締結推進事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

家族経営協定内容の推進 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号、６家庭状況、７親族関係、８職業・職歴、 

記録範囲 農業生産に従事する家族 

記録情報の収集方法 聞き取り調査、市町村から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業技術課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 経営体育成個別技術指導活動 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農業者意向と発展段階に応じた濃密な技術・営農・経営指

導を個別対応により継続的に実施するための巡回指導 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号、６家庭状況、７職業・職歴、８収入 

記録範囲 経営体育成個別技術指導対象者 

記録情報の収集方法 対象者より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業総合センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 就農青少年等調査 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

県内の新規就農者数を把握するため 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号、６職業・職歴、７学業・学歴 

記録範囲 新規就農者のうち就農後５年以内の者 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業技術課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県特別栽培農産物認証事業 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 振興・環境室 農業振興課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

特別栽培農産物の認証に係る栽培計画書及び栽培管理記

録簿の届出書 

記録項目 １氏名、２住所・居所、３電話番号、４その他（栽培面積） 

記録範囲 
生産者、栽培責任者、確認責任者、とう精責任者、精米確

認者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    レ有 □無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 専門研修（農業学園）実施事業 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農業の専門研修実施事業 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号 

記録範囲 農業専門研修の受講者 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業経営士認定事業、女性農業士認定事業、青年農業士認定事業 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農業の担い手育成と地域農業の振興を進める地域リーダ

ーとして活動を行い得る優れた農業者を農業経営士等と

して認定し、農業振興を図る。 

記録項目 

１識別番号（個人番号を除く）、２氏名、３性別、４年齢・生

年月日、５住所・居所、６電話番号、７健康状態、８家庭状況、

９趣味・嗜好、１０職業・職歴、１１資産、１２収入、１３納

税状況、１４取引状況、１５思想・信条 

記録範囲 被推薦者（農業経営士、女性農業士、青年農業士）及びその家族 

記録情報の収集方法 本人からの身上書の提出及び聞き取り調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農村青少年クラブ活動推進事業 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

青年農業クラブの活動支援、巡回指導のため 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号 

記録範囲 農業青年クラブ等の会員 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農村女性大学開設活動 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所経営・普及部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

農村女性を対象に開設する技術や経営に関する講座の開

催通知送付や巡回指導 

記録項目 
１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号、６職業・職歴、 

記録範囲 農村女性大学講座受講生 

記録情報の収集方法 受講者より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農林水産部県西農林事務所 

（所在地）〒３０８－０８４１ 

     茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

レ法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 レ無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県営大宝沼地区土地改良事業（区画整理）地権者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 土地改良部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

土地改良事業地区内の土地所有者確認のために利用する 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 所有地 

記録範囲 土地改良事業地区内の土地所有者 

記録情報の収集方法 
水戸地方法務局下妻支局、筑西出張所への閲覧申請により

収集 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
下妻市農地整備課、筑西市ふるさと整備課 

霞ヶ浦用水土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県西農林事務所 

（所在地）〒308-0841 茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
県営総上・豊加美地区土地改良事業（区画整理） 

地権者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 土地改良部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

土地改良事業地区内の土地所有者確認のために利用する 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 所有地 

記録範囲 土地改良事業地区内の土地所有者 

記録情報の収集方法 水戸地方法務局下妻支局への閲覧申請により収集 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 下妻市農地整備課、江連八間土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県西農林事務所 

（所在地）〒308-0841 茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県営蓮沼地区土地改良事業（区画整理）地権者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 土地改良部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

土地改良事業地区内の土地所有者確認のために利用する 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 所有地 

記録範囲 土地改良事業地区内の土地所有者 

記録情報の収集方法 水戸地方法務局筑西出張所への閲覧申請により収集 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 筑西市ふるさと整備課、井出蛯沢堰土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県西農林事務所 

（所在地）〒308-0841 茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県営武井地区土地改良事業（区画整理）地権者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 土地改良部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

土地改良事業地区内の土地所有者確認のために利用する 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 所有地 

記録範囲 土地改良事業地区内の土地所有者 

記録情報の収集方法 水戸地方法務局筑西出張所への閲覧申請により収集 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 結城市農政課、江川土地改良区、霞ヶ浦用水土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県西農林事務所 

（所在地）〒308-0841 茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県営三坂地区土地改良事業（区画整理）地権者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 土地改良部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

土地改良事業地区内の土地所有者確認のために利用する 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 所有地 

記録範囲 土地改良事業地区内の土地所有者 

記録情報の収集方法 水戸地方法務局下妻支局への閲覧申請により収集 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 常総市農政課、江連八間土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県西農林事務所 

（所在地）〒308-0841 茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
県営真壁町山尾地区土地改良事業（区画整理） 

地権者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 土地改良部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

土地改良事業地区内の土地所有者確認のために利用する 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 所有地 

記録範囲 土地改良事業地区内の土地所有者 

記録情報の収集方法 水戸地方法務局筑西出張所への閲覧申請により収集 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 桜川市農林課、桜川市土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県西農林事務所 

（所在地）〒308-0841 茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県営若地区土地改良事業（区画整理）地権者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 土地改良部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

土地改良事業地区内の土地所有者確認のために利用する 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 所有地 

記録範囲 土地改良事業地区内の土地所有者 

記録情報の収集方法 水戸地方法務局下妻支局への閲覧申請により収集 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
八千代町農政課 

吉田用水土地改良区、霞ヶ浦用水土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県西農林事務所 

（所在地）〒308-0841 茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 県営大川北地区土地改良事業（区画整理）地権者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所 土地改良部門 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

土地改良事業地区内の土地所有者確認のために利用する 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 所有地 

記録範囲 土地改良事業地区内の土地所有者 

記録情報の収集方法 水戸地方法務局筑西出張所への閲覧申請により収集 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 筑西市ふるさと整備課、井出蛯沢堰土地改良区 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県西農林事務所 

（所在地）〒308-0841 茨城県筑西市二木成６１５ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業学園専門研修事業ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所結城地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

新規就農概ね3年以内の農業者を対象に、農業経営に関する

知識・技術を習得する講座を実施するとともに、自らの経

営課題を解決し、地域農業を担う人材を育成する。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５経営品目 

記録範囲 新規就農概ね3年以内の受講を希望する者 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県西農林事務所結城地域農業改良普及センター 

（所在地）八千代町若1517-5 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 経営体育成指導活動ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所結城地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

生産性や付加価値の向上、販路の開拓など、多種多様な選

択肢の中から、自らが目指す経営を実現するために必要と

なる手段を正しく選択し、ＰＤＣＡサイクルを回して不断

の努力を続けていくことのできる「経営者マインド」を備

えた農業者を育成する。 

記録項目 １市町村、２経営類型、３目標販売金額、４支援内容 

記録範囲 対象経営体 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業総合センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県西農林事務所結城地域農業改良普及センター 

（所在地）八千代町若1517-5 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 農業学園専門研修事業ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所坂東地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

新規就農３年以内の者に対し、農業及び生活に関する高度

・専門技術や経営管理能力を修めさせるとともに、農業に

対する旺盛な意欲及び創造力の涵養並びに農村社会の形成

者としての資質向上を図り、近代的農業の担い手にふさわ

しい農業者の育成を行う。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５経営品目、 

６メールアドレス 

記録範囲 就農３年以内の受講を希望する者 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県西農林事務所坂東地域農業改良普及センター 

（所在地）306-0631 坂東市岩井5205-3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 経営体育成指導活動ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県西農林事務所坂東地域農業改良普及センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

生産性や付加価値の向上、販路の開拓など、多種多様な選

択肢の中から、自らが目指す経営を実現するために必要と

なる手段を正しく選択し、ＰＤＣＡサイクルを回して不断

の努力を続けていくことのできる「経営者マインド」を備

えた農業者を育成する。 

記録項目 １市町村、２経営類型、３目標販売金額、４支援内容 

記録範囲 対象経営体 

記録情報の収集方法 本人より聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 農林水産部農業総合センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県西農林事務所坂東地域農業改良普及センター 

（所在地）306-0631 坂東市岩井5205-3 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 法定調書作成のための個人情報ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部茨城県県西農林事務所境土地改良事務所 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

第５ 報酬・料金等の源泉徴収事務に関する法定調書作成

のため利用する 

記録項目 1氏名、2住所、3連絡先、4個人番号 

記録範囲 第５ 報酬・料金等の源泉徴収事務に係る源泉徴収対象者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 税務署 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）農林水産部茨城県県西農林事務所境土地改良事

務所 

（所在地）〒306-0433 茨城県猿島郡境町2174-13 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 牛受精卵供給事業事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

畜産センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

牛受精卵の保有状況の把握 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号（FAX番号）、 

４受精卵譲渡個数、５金額、６子牛の分娩情報 

記録範囲 牛の受精卵譲渡申請書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）畜産センター 

（所在地）〒315-0132 石岡市根小屋1234 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

□レ法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 優良受精卵採取事業事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

畜産センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

牛受精卵の保有状況の把握 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４受精卵採取個数、５品種、

６血統情報 

記録範囲 牛受精卵採取依頼申込書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）畜産センター 

（所在地）〒315-0132 石岡市根小屋1234 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

□レ法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 生産物・動物処分事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

畜産センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

財務規則に基づき、売却契約決議を行うとともに、譲渡決

定者に、生産物・動物を売却する。 

記録項目 １氏名、２住所 

記録範囲 生産物・動物の譲渡希望者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）畜産センター 

（所在地）〒315-0132 石岡市根小屋1234 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

□レ法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
種豚・育成豚払下げ関係ファイル、肥育素豚払下げ関係フ

ァイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

畜産センター養豚研究所 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

種豚・育成豚及び肥育素豚の払下げに係る申請者情報管理

のために利用する。 

記録項目 １住所、２氏名、３電話番号 

記録範囲 払下げ申請書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先   － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県畜産センター養豚研究所 

（所在地）茨城県稲敷市佐倉３２４０ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

  － 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

□レ法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
種豚・育成豚払下げ関係ファイル、肥育素豚払下げ関係フ

ァイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

畜産センター養豚研究所 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

種豚・育成豚及び肥育素豚の払下げに係る申請者情報管理

のために利用する。 

記録項目 １住所、２氏名、３電話番号 

記録範囲 払下げ申請書を提出したもの 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先   － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県畜産センター養豚研究所 

（所在地）茨城県稲敷市佐倉３２４０ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

  － 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

■法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  



 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 いばらき営農塾受講希望者名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

農林水産部 

農業技術課、県立農業大学校 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

新規就農者確保のため、就農希望者や定年帰農者等に対し

て、体系的・基礎的な研修を行い、農業技術の習得を支援

し、就農・定着を図る。 

記録項目 １氏名、２住所、３性別、４生年月日、５電話番号 

記録範囲 いばらき営農塾受講希望者 

記録情報の収集方法 本人からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）農業総合センター農業大学校 

（所在地）東茨城郡茨城町長岡４０７０‐１８６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

■法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 入学生名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県農業総合センター農業大学校 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

学生及び保護者に対する各種通知、本人確認 

記録項目 
１受験番号、２氏名、３生年月日、４保護者氏名・続柄、５

現住所、６電話、７選択科目、８第２志望学科 

記録範囲 学生 

記録情報の収集方法 本人からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県農業総合センター農業大学校 

（所在地）東茨城郡茨城町長岡4070-186 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

■法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 漁船登録等ファイル（霞ケ浦北浦水産事務所） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

漁船法に基づく事務 

記録項目 
１氏名、２住所、３船名、４漁船登録番号、５所属漁業協同

組合 

記録範囲 漁船登録上の所有者又は使用者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 漁業団体 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 

（所在地）茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 遊漁船登録事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

遊漁船業の適正化に関する法律に基づく事務 

記録項目 
１登録番号、２氏名、３住所、４電話番号、５営業所名、６

遊漁船業務主任者、７遊漁船名、８損害賠償措置内容 

記録範囲 遊漁船業者、遊漁船業務主任者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 漁業団体 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県霞ケ浦水産事務所 

（所在地）茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 特別採捕許可事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

漁業調整規則に基づき、試験研究・学術目的等に限り適用

除外をする。 

記録項目 １氏名、２住所、３法人情報、４船舶情報 

記録範囲 特別採捕許可者、採捕従事者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 漁業団体 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 

（所在地）茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 特定水産動植物採捕許可事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

試験研究・学術目的で特定水産動植物を採捕しようとする

者に対し、漁業法及び同法施行規則に基づいた採捕許可を

発給する。 

記録項目 １氏名、２住所、３法人情報、４船舶情報 

記録範囲 採捕許可者、採捕従事者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 漁業団体 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 

（所在地）茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 知事許可漁業ファイル（霞ケ浦北浦水産事務所） 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

漁業法等に基づく漁業の許可及び起業の認可 

記録項目 
１氏名、２住所、３許可番号、４漁業種類、５船名、６漁船

登録番号、７所属漁業協同組合 

記録範囲 知事許可漁業の許可又は起業の認可を有する者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 漁業団体 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 

（所在地）茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 資源管理状況等の報告（操業日誌）事務ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

漁業法及び茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則に基づく事

務のため。 

記録項目 1氏名、２漁業許可番号、３操業区域、4漁獲量、5水揚金額 

記録範囲 知事許可漁業受有者、漁業権行使者、自由漁業従事者 

記録情報の収集方法 本人からの報告 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 

（所在地）茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 


